
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

（特別積合せ貨物運送を除く）

関 東 運 輸 局 長 殿 申請年月日 平成 年 月 日

フ リ ガ ナ

印

申 請 者 名

連絡担当者

代 表 者 名

電 話 番 号 （ ）

郵 便 番 号

申請者住所

（官庁使用欄） 受付 （ ） 都計法照会 有・無No.

平成 年 月 日（ ）No.

処理予定期間 平成 年 月 日迄

補 正 期 間 平成 年 月 日

～平成 年 月 日（ 日間）



事 業 計 画 特別積合せ貨物運送 しない

名 称 － （ ）郵 便 番 号 電 話 番 号

主たる事務所 位 置

千円 決 算 期 日事 業 種 別 一 般・霊きゅう・一般廃棄物 資本金

営業所 郵 便 番 号 電 話 番 号名 称 －

営 業 所 位 置

位 置 ． ㎡休 憩 ・ 睡 眠 施 設 収 容 能 力

位 置 収 容 能 力 道路幅員No.

m１ ． ㎡

m自動車車庫 ２ ． ㎡

m３ ． ㎡

普 通 自 動 車 霊 き ゅ う 自 動 車

普 通 小 型 けん引 被けん引 合 計 宮 型 洋 型 バン型 バス型 合 計事業 用 自 動 車 の 種 別

及 び 種 類 ご と の 数

名 称 － （ ）営業所 郵便番号 電話番号

営 業 所 位 置

業務の範囲 一般事業

貨物自動車 す る 保 管 施 設 名 称 面積 ㎡主 要 構 造

利 用 運 送 の 概 要 位 置

名 称 種類 一般貨物自動車運送事業

住 所 〒

利用する事 名 称 種類 一般貨物自動車運送事業

業者の概要 住 所 〒

名 称 種類 一般貨物自動車運送事業

住 所 〒

し な い



（目 次）添 付 書 類

１．事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 □

２．事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類（様式１） □

３．事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

イ．施設の案内図、見取図、平面(求積)図 □

ロ．都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面（宣誓書） □

ハ．施設の使用権原を証する書面

自己所有・・・不動産登記簿謄本等 □

借入・・・・・賃貸借契約書等 □

ニ．車庫前面道路の道路幅員証明書（前面道路が国道の場合は不要） □

ホ．計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等 □

リース・・・・自動車リース契約書 □

自己所有・・・自動車検査証（写） □

４．貨物自動車利用運送を行う場合

イ．営業所の使用権原を証する書面

自己所有・・・不動産登記簿謄本等 □

借入・・・・・賃貸借契約書等 □

ロ．貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載し

た書類 □

ハ．利用する事業者との運送に関する契約書の写し □

５．既存の法人にあっては、次に掲げる書類

イ．定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 □

ロ．最近の事業年度における貸借対照表 □

ハ．役員又は社員の名簿及び履歴書 □

６．法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

イ．定款（商法(明治 年法律第 号)第 条及びその準用規定により認証を必要と32 48 167

する場合にあっては、認証のある定款）又は寄付行為の謄本 □

ロ．発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 □

ハ．設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受

け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 □

７．個人にあっては、次に掲げる書類

イ．資産目録 □

ロ．戸籍抄本 □

ハ．履歴書 □

８．法第５条（欠格事由）各号のいずれにも該当しない旨の書面（宣誓書） □

＜作成にあたっての留意点＞

１．申請書（表紙）事業計画の次に、この目次の順番で添付書類を綴じてください。

２．目次の５、６、７については、該当する項目の書類を添付して下さい。

３．添付した書類について、確認のうえ、この目次の該当する□欄にレ印を記入して下さい。



事業用自動車の運行管理等の体制

１．事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画 確保人員 名

確保予定人員 名

２．適切な運行管理者及び整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統

□確保済

□選任予定

運 行 管 理 者 代 務 者 運 転 者

氏名

社 長 担当役員 等

氏名

整 備 管 理 者

氏名

３．労働省の２・９告示及び３・１通達に適合する勤務割及び乗務割の計画

拘 束 時 間 運 転 時 間 休 息 時 間

時間 時間 時間１ヶ月 ２日平均１日当り 勤務と勤務の間

時間 時間１ 日 ２週平均１週当り

時間連 続 運 転

４．乗務の前後の点呼等が確実に実施できる体制

点呼場所 点呼実施者 営業所と車庫間の連絡方法日常整備点検場所 日常整備点検の実施者

５．事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理の体制

（１）事故防止に関する指導教育方法及び計画

研修・講習会等の開催予定 年間 回

（２）過積載の防止に関する指導教育方法及び計画

①研修・講習会等の開催予定 年間 回

②積載量確認方法 □計量器による □運送依頼票による

（３）事故処理連絡体制

運 転 者 運行管理者 社 長

警 察 署 運 輸 支 局

６．苦情処理体制

苦情処理責任者 氏名

苦情処理担当者 氏名

適用する運送約款

□ ①運輸省告示第575号（平成2年11月22日）による標準貨物自動車運送約款を適用する。

□ ②運輸省告示第577号（平成2年11月22日）による標準引越運送約款を適用する｡

□ ③国土交通省告示第1417号（平成18年8月31日）による標準霊きゅう運送約款を適用する。

□ ④上記以外の運送約款を設定する。



１－１様式

事業開始に要する資金及び調達方法

１．事業開始に要する資金

項 目 金 額 明 細

人 件 費

役 員 報 酬 月額 円×２ヶ月分

給 与

運 転 手 人×月額 円×２ヶ月分

運 行 管 理 者 人×月額 円×２ヶ月分

整 備 管 理 者 人×月額 円×２ヶ月分

事 務 員 人×月額 円×２ヶ月分

そ の 他 人×月額 円×２ヶ月分

手 当

運 転 手 人×月額 円×２ヶ月分

運 行 管 理 者 人×月額 円×２ヶ月分

整 備 管 理 者 人×月額 円×２ヶ月分

事 務 員 人×月額 円×２ヶ月分

そ の 他 人×月額 円×２ヶ月分

１回給与の ヶ月分×支給回数 回×１／６賞 与

法 定 福 利 費

（役員報酬＋給与＋手当）×事業主負担率 ／1000＋賞与×事業主負担率 ／1000健 康 保 険 料

（役員報酬＋給与＋手当）×事業主負担率 ／1000＋賞与×事業主負担率 ／1000厚生年金保険料

／1000雇 用 保 険 料 （給与＋手当＋賞与）×事業主負担率

／1000労 災 保 険 料 （給与＋手当＋賞与）×事業主負担率

厚 生 福 利 費 給与、手当、賞与の２％を見込む

月間総走行キロ ㎞÷ 当たり走行キロ ㎞× 当たり単価 円×２ヶ月分燃 料 費 ç ç

油 脂 費 燃料費の３％を見込む

修 繕 費

外 注 修 繕 費 1両月額 円×２ヶ月分× 両

自家修繕費・部品費 1両月額 円×２ヶ月分× 両

月間 本使用×１本当たり 円×２ヶ月タイヤチューブ費

車 両 費

購 入 費 取得価格（割賦未払を含む全額）

リ ー ス 料 リース料の１カ年分

施 設 購 入 ・ 使 用 料 土地、建物の購入費又は賃借料の１カ年分

什 器 ・ 備 品 費 取得価格

施 設 賦 課 税 別掲（自動車税、自動車重量税、取得税）

保 険 料 別掲（自賠責保険、任意保険）

登 録 免 許 税 120,000

旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等の２ヶ月分そ の 他

計（Ａ） 事業開始に要する資金の合計

（Ｂ） ２．による自己資金の合計

（Ｂ）÷（Ａ）×１００ 自己資金比率



様式１－２

別掲の内訳

事業用自動車の施設賦課税・保険料
取得価格

車両積載量 車両総重量 又はリー 重 量 税 自動車税 取 得 税 自賠責保険 任 意 保 険年式
ス料年額

合 計

※ 任意保険の対人賠償額は、□無制限 □１億円 □ 千万円で計画しています。

２．資金の調達方法及び調達資金の挙証

既存の法人 設 立 法 人 出 資 者 名 出 資 金 額

法 資 本 金

剰 余 金

人 増 資 本 金

調達資金合計

注．剰余金は、貸借対照表の「資本の部」の額とする。

金融機関名 預金等の種類 預金等の発行番号 申請日現在の預金高

個

人



関 東 運 輸 局 長

殿

宣 誓 書

貨物自動車運送事業法第４条第１項第２号に規定する事業計画のうち営業所、車庫及び

休憩・睡眠施設について、都市計画法等関係法令に抵触しないことを宣誓いたします。

平成 年 月 日

申請者

住 所

氏名又は名称

印又は署名代表者の氏名



関 東 運 輸 局 長

殿

宣 誓 書

貨物自動車運送事業法第５条各号のいずれにも該当しないことを宣誓いたします。

平成 年 月 日

住 所

印又は署名氏 名




